
 
1990年オーストラリア特許法 - 第 44及び 47節、規則 3.15（2）及び 3.20（5） 

特許申請及び完全明細書の審査請求 
 
 
 

［特許法の規定に従い、本書式にて提供される情報はインターネット等で公開されることがあります］ 
 

氏名  
 

住所  

  州 郵便番号 
 

請求する審査 □ 修正審査 

 □ 審査 

  □ オーストラリアにより IPERが発行された場合の審査 
 

出願番号:  ならびに当該出願との関係で提出される完全明細書 
 
 

（下の段落 1及び 2は修正審査を請求する場合に限り記入しなければなりません） 
 

1. 明細書の認証謄本 - 特許番号  
 

付与国  付与日  

（規定外国） （日付） 

 
□ 添付 □ 受理前に転送 

 
2. 完全明細書が添付の声明書に提案されたとおり修正されることを要請する。 

いいえ□  はい□ 

通信用住所 

 

州 郵便番号 
 

 電話 （ ） ファックス番号 （ ） 
 

 照会    
 

 eメールアドレス  
 
 
 
 

署名  

  
 

日付  
 


